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【介護給付】 介護老人保健施設 アルカディア の介護保険サービス【１割負担者用】
（平成２８年４月１日現在）

★施設入所の本人負担料金（円）

多床室

介護保険一部負担金 実 費 一般棟合計 認知症専門棟合計

食費 １７００ １日 １ヶ月あたり １日 １ヶ月あたり
朝：４００

要介護１ ８５４ 昼：６５０ ３４２４ １０２７２０ ３５００ １０５０００
要介護２ ９２８ 夕：６５０ ３４９８ １０４９４０ ３５７４ １０７２２０

要介護３ ９９０ おやつ代 ７０ ３５６０ １０６８００ ３６３６ １０９０８０

要介護４ １０４６ 居住費 ４５０ ３６１６ １０８４８０ ３６９２ １１０７６０

要介護５ １１０１ 日用品費 ２００ ３６７１ １１０１３０ ３７４７ １１２４１０

【下記の加算が含まれます】 教養娯楽費 １５０

・ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算(Ⅰ) ・認知症ケア加算含む

＋１８／日 ２５７０ ＋７６／日

・夜勤職員配置加算

＋２４／日

個室

介護保険一部負担金 実 費 一般棟合計 認知症専門棟合計

食費 １７００ １日 １ヶ月あたり １日 １ヶ月あたり
朝：４００

要介護１ ７７５ 昼：６５０ ５０３５ １５１０５０ ４６１１ １３８３３０
要介護２ ８４６ 夕：６５０ ５１０６ １５３１８０ ４６８２ １４０４６０

要介護３ ９０８ おやつ代 ７０ ５１６８ １５５０４０ ４７４４ １４２３２０

要介護４ ９６４ 居住費 １６４０ ５２２４ １５６７２０ ４８００ １４４０００

要介護５ １０１９ 日用品費 ２００ ５２７９ １５８３７０ ４８５５ １４５６５０

【下記の加算が含まれます】 教養娯楽費 １５０ ・一般棟特室使用料含む ・認知症ケア加算含む

・ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算(Ⅰ) ＋５００／日 ＋７６／日

＋１８／日 ３７６０

・夜勤職員配置加算

＋２４／日

※感染症などで個室が必要と医師が判断した場合（３０日以内に限り） や、 激しい精神症状により他の同室者の心身

の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして個室が必要と医師が判断した場合は、多床室扱いとなります。

※日用品費・教養娯楽費は希望者の方のみです。

・日用品費 ： 施設内で使用するシャンプー、リンス、バスタオル、入浴タオル類、おしぼりタオル、

ティッシュペーパー、洗剤、乳液、整髪料等の料金です。

・教養娯楽費 ： 各クラブの参加費の料金です。各クラブには、習字、料理、園芸、華道、茶道等があります。

※冬期間(１１月～３月)について暖房代が加算されます。１日につき １５０円

＊以上の料金の他に、下記の場合、それぞれの金額が加算されます。

１）入所された最初の３０日は、初期加算として １日につき ３０円

２）外泊された場合、上記料金に変えて（初日と最終日以外はベット確保料として）１日につき ３６２円

３）栄養マネジメントを行った場合 １日につき １４円

４）医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 １日につき １８円
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５）経口摂取の方で、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる場合に 、多職種協働により摂食・嚥下機能に配慮した特

別な管理を行った場合 誤嚥が認められる方 Ⅰ：１月につき ４００円 Ⅱ：１月につき １００円

６）口腔ケアマネジメントを行った場合 １月につき ３０円

７）歯科衛生士が口腔ケアを月４回以上行った場合 １月につき １１０円

８）短期集中リハビリテーションを行った場合 １日につき ２４０円

９）認知症短期集中リハビリテーションを行った場合 １日につき ２４０円

１０）若年性認知症入所者に対してサービスを行った場合（４０～６４歳の方） １日につき １２０円

１１）入所前もしくは入所後に居宅を訪問しサービス計画を行った場合 一回につき Ⅰ：４５０円 Ⅱ：４８０円

１２）退所時指導を行った場合

１３）ご利用者の容体が急変した場合で、緊急時に所定の対応を行った場合 １日につき ５１１円

１４）厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者に対してターミナルケアを行った場合

１： 死亡日以前４日から３０日 １日につき １６０円

２： 死亡日前日及び前々日 １日につき ８２０円

３： 死亡日 １６５０円

１５）肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における対応を行った場合（７日間を限度） １日につき ３０５円

＊その他の利用料

１．電気代 ： 個人的な電気毛布、テレビ、ラジオ等を使われる方 １日 ５０円

２．個人的に参加される行事費は、別料金として実費をいただきます

３．業者洗濯の方は、下記の料金がかかります。

お風呂日の洗濯物 １セット ５１０円
その他の日の洗濯物 単品料金 肌着 ８０円 上着類 １２０円
ネット代 （洗濯物を出す時に使います） ２枚 １８００円

注１．但し尿汚染のひどい下着は施設で洗います。 １枚１００円
２．家族洗濯の方は、蓋付きバケツを持参下さい。

※介護保険負担限度額認定を受けてみえる方は、下記の金額になります。

利用者負担段階 １日当たりの居住費（多床室） １日当たりの居住費（個室） １日当たりの食費

第１段階 ４５０円 → ０円 １６４０円 → ４９０円 １７００円 → ３００円

第２段階 ４５０円 → ３７０円 １６４０円 → ４９０円 １７００円 → ３９０円

第３段階 ４５０円 → ３７０円 １６４０円 → １３１０円 １７００円 → ６５０円

①利用者等に退所前の療養指導を居宅に訪問して指導を行った場合 ４６０円

② 〃 に退所後の療養指導を居宅に訪問して指導を行った場合 ４６０円

③利用者等に退所後の療養指導を行った場合 ４００円

④利用者の主治医に対して診療情報を提供した場合 ５００円

⑤利用者の居宅介護支援事業者に対し、必要な情報を提供し、連携して退所後の

居宅サービスの利用に関する調整を行った場合 ５００円

⑥訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合 ３００円
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【介護給付】 介護老人保健施設 アルカディア の介護保険サービス【２割負担者用】
（平成２８年４月１日現在）

★施設入所の本人負担料金（円）

多床室

介護保険一部負担金 実 費 一般棟合計 認知症専門棟合計

食費 １７００ １日 １ヶ月あたり １日 １ヶ月あたり
朝：４００

要介護１ １７０８ 昼：６５０ ４２７８ １２８３４０ ４４３０ １３２９００
要介護２ １８５６ 夕：６５０ ４４２６ １３２７８０ ４５７８ １３７３４０

要介護３ １９８０ おやつ代 ７０ ４５５０ １３６５００ ４７０２ １４１０６０

要介護４ ２０９２ 居住費 ４５０ ４６６２ １３９８６０ ４８１４ １４４４２０

要介護５ ２２０２ 日用品費 ２００ ４７７２ １４３１６０ ４９２４ １４７７２０

【下記の加算が含まれます】 教養娯楽費 １５０

・ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算(Ⅰ) ・認知症ケア加算含む

＋３６／日 ２５７０ １５２／日

・夜勤職員配置加算

＋４８／日

個室

介護保険一部負担金 実 費 一般棟合計 認知症専門棟合計

食費 １７００ １日 １ヶ月あたり １日 １ヶ月あたり
朝：４００

要介護１ １５５０ 昼：６５０ ５８１０ １７４３００ ５４６２ １６３８６０
要介護２ １６９２ 夕：６５０ ５９５２ １７８５６０ ５６０４ １６８１２０

要介護３ １８１６ おやつ代 ７０ ６０７６ １８２２８０ ５７２８ １７１８４０

要介護４ １９２８ 居住費 １６４０ ６１８８ １８５６４０ ５８４０ １７５２００

要介護５ ２０３８ 日用品費 ２００ ６２９８ １８８９４０ ５９５０ １７８５００

【下記の加算が含まれます】 教養娯楽費 １５０ ・一般棟特室使用料含む ・認知症ケア加算含む

・ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算(Ⅰ) ＋５００／日 ＋１５２／日

＋３６／日 ３７６０

・夜勤職員配置加算

＋４８／日

※感染症などで個室が必要と医師が判断した場合（３０日以内に限り） や、 激しい精神症状により他の同室者の心身

の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして個室が必要と医師が判断した場合は、多床室扱いとなります。

※日用品費・教養娯楽費は希望者の方のみです。

・日用品費 ： 施設内で使用するシャンプー、リンス、バスタオル、入浴タオル類、おしぼりタオル、

ティッシュペーパー、洗剤、乳液、整髪料等の料金です。

・教養娯楽費 ： 各クラブの参加費の料金です。各クラブには、習字、料理、園芸、華道、茶道等があります。

※冬期間(１１月～３月)について暖房代が加算されます。１日につき １５０円

＊以上の料金の他に、下記の場合、それぞれの金額が加算されます。

１）入所された最初の３０日は、初期加算として １日につき ６０円

２）外泊された場合、上記料金に変えて（初日と最終日以外はベット確保料として）１日につき ７２４円

３）栄養マネジメントを行った場合 １日につき ２８円

４）医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 １日につき ３６円
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５）経口摂取の方で、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる場合に 、多職種協働により摂食・嚥下機能に配慮した特

別な管理を行った場合 誤嚥が認められる方 Ⅰ：１月につき ８００円 Ⅱ：１月につき ２００円

６）口腔ケアマネジメントを行った場合 １月につき ６０円

７）歯科衛生士が口腔ケアを月４回以上行った場合 １月につき ２２０円

８）短期集中リハビリテーションを行った場合 １日につき ４８０円

９）認知症短期集中リハビリテーションを行った場合 １日につき ４８０円

１０）若年性認知症入所者に対してサービスを行った場合（４０～６４歳の方） １日につき ２４０円

１１）入所前もしくは入所後に居宅を訪問しサービス計画を行った場合 一回につき Ⅰ：９００円 Ⅱ：９６０円

１２）退所時指導を行った場合

１３）ご利用者の容体が急変した場合で、緊急時に所定の対応を行った場合 １日につき １０２２円

１４）厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者に対してターミナルケアを行った場合

１： 死亡日以前４日から３０日 １日につき ３２０円

２： 死亡日前日及び前々日 １日につき １６４０円

３： 死亡日 ３３００円

１５）肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における対応を行った場合（７日間を限度） １日につき ６１０円

＊その他の利用料

１．電気代 ： 個人的な電気毛布、テレビ、ラジオ等を使われる方 １日 ５０円

２．個人的に参加される行事費は、別料金として実費をいただきます

３．業者洗濯の方は、下記の料金がかかります。

お風呂日の洗濯物 １セット ５１０円
その他の日の洗濯物 単品料金 肌着 ８０円 上着類 １２０円
ネット代 （洗濯物を出す時に使います） ２枚 １８００円

注１．但し尿汚染のひどい下着は施設で洗います。 １枚１００円
２．家族洗濯の方は、蓋付きバケツを持参下さい。

※介護保険負担限度額認定を受けてみえる方は、下記の金額になります。

利用者負担段階 １日当たりの居住費（多床室） １日当たりの居住費（個室） １日当たりの食費

第１段階 ４５０円 → ０円 １６４０円 → ４９０円 １７００円 → ３００円

第２段階 ４５０円 → ３７０円 １６４０円 → ４９０円 １７００円 → ３９０円

第３段階 ４５０円 → ３７０円 １６４０円 → １３１０円 １７００円 → ６５０円

①利用者等に退所前の療養指導を居宅に訪問して指導を行った場合 ９２０円

② 〃 に退所後の療養指導を居宅に訪問して指導を行った場合 ９２０円

③利用者等に退所後の療養指導を行った場合 ８００円

④利用者の主治医に対して診療情報を提供した場合 １０００円

⑤利用者の居宅介護支援事業者に対し、必要な情報を提供し、連携して退所後の

居宅サービスの利用に関する調整を行った場合 １０００円

⑥訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合 ６００円
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